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適格消費者団体 特

理事長 野垣 康

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

令和 4年 8月 3日 付 「申入書」において、当法人から貴社に対 し、貴社が、特定商

取引に関する法律 (以下「特商法」といいます。)の規定に基づき、電話勧誘販売にお

いて消費者に交付する書面 (以下「貴社法定書面」といいます。)の記載内容を改訂い

ただくよう、申し入れを行いま した。

上記申入れに対する貴社か ら当法人に対する令和 4年 8月 29日 付 「回答書」を拝

受いた してお ります。貴社のご見解を踏まえて、改めて当法人において検討いた しま

した。当法人としては、貴社法定書面は特商法の規定に反する内容 となってお り、改

訂すべきものであるとの見解は変わ りません。ここに再度、貴社法定書面の記載内容

を改訂いただくよう申し入れを行いますので、ご対応いただきます ようよろしくお願

い申し上げます。なお、貴社の見解や対応につき令和 4年 11月 25日 までに当法人

宛、書面にてご回答 くださいますようお願い申し上げます。

記

1 本件では、貴社がルーペ購入勧誘のチラシを配布 し、ルーペ購入にために電話を

架けてきた消費者に対 し、貴社がサプ リメン ト定期購入の勧誘する方法 (以下 「本

件販売方法」といいます。)が、特商法第 2条第 3項、特商法施行令第 2条第 1号に

該当する電話勧誘販売か、それ とも通信販売かが問題 となっています。

2 貴社は、ルーペ及びサプ リの販売実績から、「このようにチランの記載のとお り

に博士ルーペを購入 している人が 7害J以上ございますので、『 政令委任の方法』が

言 うような『 真の 目的が別にある』とい うケースには該当しないものと考えてお り

ます。Jと の見解を示 しています。

3 しか し、貴社のご見解は、特商法及び同施行令の解釈を誤つていると考えます。
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に)今回問題 となつているのは貴社の勧誘方法です。消費者が事業者から商品 (役

務)を購入するか否かは、その商品 (役務)の内容、価格等に影響 されるもので

あ り、商品の販売実績のみで、特商法に規定する通院販売か電話勧誘販売かを判

断することは適切ではありません。

12 本件販売方法は、ルーペは本体価格 1995円 、送料 756円 であるのに対 し、

サプ リは、 1回 目こそ 700円 ですが、 2回 目以降は 5160円 です。サプ リの

価額の方がルーペよりも高額で、貴社が受ける利益も大きいと思われます。価格

の安いルーペについての広告を見て電話を架けてきた消費者に対 し、初回の価格

を安価に設定 してサプ リの定期購入を勧誘 しているものです。貴社の真の 目的は、

サプ リの定期購入を勧誘するところにあると言わざるを得ません。

0)消費者は、ルーペの広告を見て、ルーペを購入するために電話を架けています。

サプ リの勧誘を受けることは、全 く予期 していません。事業者が消費者に対 し、

突然かつ一方的に勧誘を開始する点で不意打ち性が強 く、商品の現物や資料をゆ

つくり検討する余裕がないまま応答を求められるなど、電話勧誘販売 としての規

制を受けるべき勧誘方法に該当します。

4 以上のとお り、本件販売方法は、特商法第 2条第 3項、特商法施行令第 2条第 1

号に該当する電話勧誘販売 と考えます。

以上
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